
新しい処遇改善加算を活用した
職場環境改善のための説明会

令和元年１０月１日（火）、２日（水）、３日（木）
島根県雲南市木次町東日登３５１番地５
社会福祉法人雲南ひまわり福祉会（田本武士）



『心構え』＝

『心が前』

（引用）『球育』（年中夢球著）（日本写真企画）

『こころがまえ』を漢字で書くと？



本日の説明の前に・・・

今回の処遇改善、何のためにするのでしょう？

そう！

『安心して働ける職場づくり・職場への定着支援』

のためですね。
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ES

（スタッフ
の満足）

EH

（スタッフ
の幸福）

CS

（顧客満足）

ES（スタッフの満足）＋EH(スタッフの幸福）
なくしてCS（顧客満足）なし

サービスの提供者 ＝ スタッフ

ES＋EHが『サービスの質の向上』に繋がりますね



中でも、当法人の課題であり、めざすべきポイントとして
着目しているのは、

『EH（スタッフの幸福）』です。

法人の基本理念とは別に、私なりの目標があります。

スタッフがそれぞれの退職を迎えるとき、

『雲南ひまわり福祉会に勤めていて良かったです。』

と一言いってもらうことです。

人生において幸せを感じられる場所が自分の

職場だとしたら素晴らしいですよね。
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そのために必要なのが、

平成を代表する名経営者と言われる稲盛和夫氏の

真骨頂ですね。

職場の活性化に必要なエンゲージメント（自主的

貢献意欲）にも繋がっていくのではないでしょうか。
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利他の心

『あなたの人生をうまくいかせる最短の道は

まわりの人をうまくいかせることです。』

『まわりにいい影響をあたえる人がうまくいく』

ボブ・トビン著 矢島麻里子訳



本日の説明内容

☆ そもそも『処遇改善加算』って何？

☆ これまでの処遇改善加算を活用して

何をしているのでしょうか？

☆ 新しい処遇改善加算の仕組みって？

～介護職員等特定処遇改善加算～

☆ では、当法人としてどのように取り扱うの？

（あくまでイメージですが）



そもそも『処遇改善加算』って何？



私たちは『障がい福祉サービスのプロ』として、障が
いをもつ方やそのご家族の皆様のニーズに応えるため、
日々障がい福祉サービスを提供しています。

その障がい福祉サービスを提供したことによる対価と
して、国や都道府県、市町村から報酬が支給されること
になります（もちろん細かなルールがありますので、
ざっくりとしたイメージです。）
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これらの報酬は、次のとおり成り立っています。

『基本報酬』＋『加算』

『基本報酬』はベースとなる報酬です。

また、事業所ごとの創意工夫として様々な取り組みを実
施し、一定の要件を満たすことができれば、個別に評価の
対象となり、『加算』が行われる仕組みです。

この『加算』を当法人の場合に当てはめてみると、『国
が定める基準以上のスタッフを配置していること』や『食
事を提供していること』、『送迎サービスを行っているこ
と』などの他に、今回説明する『処遇改善』があるわけです。
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これまでの処遇改善加算を活用して
何をしているのでしょうか？
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『処遇改善加算』正式には『福祉・介護職員処遇改善加
算』は、福祉・介護職員の安定的な処遇改善を図るための
環境整備とともに、福祉・介護職員の賃金改善に充てるこ
とを目的に創設された加算です。
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☆ 報酬月額の改定（基本給のベースアップ、定期昇給）

☆ 手当の支給（食事指導手当、皆勤・精勤手当、子ども志学支援手当）

☆ パートスタッフの処遇改善（給与の改定）

☆ 上記の改定による賞与・時間外・休日出勤手当、健康保険・厚生年金

保険などの福利厚生費の増分

☆ 福利厚生の向上（誕生日休暇制度、積立年次有給休暇制度、パートス

タッフキャリアップ制度、教育訓練休暇制度、地域貢献等サポート休暇

制度、島根県民間社会福祉施設従事者互助会への加入、セルフキャリア

ドック制度の創設）

などなど

この処遇改善加算を活用して当法人ではどんな処遇改善をやってるの？



新しい処遇改善加算の仕組みって？
～介護職員等特定処遇改善加算～
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では、当法人としてどのように取り扱うの？
（あくまでイメージですが）
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では、当法人としてどのように取り扱うの？（あくまでイメージですが）

☆ 賞与で支給します。

支給額は実際に給付される加算額に応じて支給しますので、今はまだ支給額は未定ですが、支給に

あたっての基準額は、正規スタッフ・パートスタッフの区分に関係なく同額です。

☆ 【A区分】と【B区分】の２つに区分します。

【A区分】勤続１０年以上の者（資格の有無は求めません。中途採用の場合、以前の職場の経験も含み

ます。ただし、福祉関係職場（※）にお務めだった場合に限ります。）

（※）福祉関係職場（高齢者施設や病院等も含みます。）

【B区分】A区分以外の方

☆ 【A区分】と【B区分】の支給割合は、２：１とする予定です。


